
議案第４６号 

 

木津川市情報公開条例等の一部改正について 

 

木津川市情報公開条例等の一部を別紙のとおり改正する。 

 

令和３年９月２日提出 

 

                木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由 

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第

３７号）」の公布により、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）」の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う

ものです。 

 



木津川市条例第   号 

 

木津川市情報公開条例等の一部改正について 

 

（木津川市情報公開条例の一部改正） 

第１条 木津川市情報公開条例（平成１９年木津川市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第１号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５８号）第２条第３項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）第２条第２項」に改める。 

（木津川市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 木津川市個人情報保護条例（平成１９年木津川市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１号イ中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５８号。以下「法」という。）第２条第３項」を「個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第２条第２項」に改め、

同条第５号中「法第２条第４項」を「法第２条第３項」に改め、同条第８号中「独

立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）

第２条第１項」を「法第２条第９項」に改める。 

第３３条の２中「総務大臣及び番号法第１９条第７号」を「内閣総理大臣及び番

号法第１９条第８号」に改める。 

（木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第３条 木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年

木津川市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第１条及び第５条第１項中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改め

る。 

 

附 則 
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この条例は、公布の日から施行し、令和３年９月１日から適用する。ただし、第１

条及び第２条中第２条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第４号に規定する同法第５０条

の規定につき、政令で定める日から施行する。 



参考資料（議案第４６号） 

 

   木津川市情報公開条例等の一部改正について 

 

木津川市情報公開条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第１

条関係） 

（新） 

第１条～第４条 （略） 

（旧） 

第１条～第４条 （略） 

 （開示義務）  （開示義務） 

第５条 実施機関は、公文書の開示の請求

（以下「開示請求」という。）があった

ときは、次の各号のいずれかに該当する

情報（以下「不開示情報」という。）が

記録されている場合を除き、開示請求を

した者（以下「開示請求者」という。）

に対し、当該公文書を開示しなければな

らない。 

（１） 個人に関する情報（事業を営む

個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等に

より特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合するこ

とにより、特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含

む。）、個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）第２

条第２項に規定する個人識別符号

第５条 実施機関は、公文書の開示の請求

（以下「開示請求」という。）があった

ときは、次の各号のいずれかに該当する

情報（以下「不開示情報」という。）が

記録されている場合を除き、開示請求を

した者（以下「開示請求者」という。）

に対し、当該公文書を開示しなければな

らない。 

（１） 個人に関する情報（事業を営む

個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等に

より特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照合すること

により、特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）、

行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５

８号）第２条第３項に規定する個人
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又は特定の個人を識別することは

できないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を侵害するお

それがあるもの。ただし、次に掲げ

る情報を除く。 

 ア～ウ （略） 

 （２）～（６） （略） 

第６条～第２６条 （略） 

識別符号又は特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることに

より、なお個人の権利利益を侵害す

るおそれがあるもの。ただし、次に

掲げる情報を除く。 

 ア～ウ （略） 

 （２）～（６） （略） 

第６条～第２６条 （略） 

 



木津川市個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第

２条関係） 

（新） 

第１条 （略） 

（旧） 

第１条 （略） 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 個人情報 個人に関する情報で

あって、次のいずれかに該当するも

のをいう。 

ア （略） 

イ 個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）第２条第２項に規定する

個人識別符号 

  

（２）～（４） （略） 

（５） 要配慮個人情報 法第２条第３

項に規定する要配慮個人情報をい

う。 

（６）・（７） （略） 

 （８） 国の機関等 国、独立行政法人

等（法第２条第９項に規定する独立

行政法人等をいう。以下同じ。）、

地方公共団体及び地方独立行政法

人（地方独立行政法人法（平成１５

年法律第１１８号）第２条第１項に

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 個人情報 個人に関する情報で

あって、次のいずれかに該当するも

のをいう。 

ア （略） 

イ 行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律

第５８号。以下「法」という。）第

２条第３項に規定する個人識別符

号 

 （２）～（４） （略） 

 （５） 要配慮個人情報 法第２条第４

項に規定する要配慮個人情報をい

う。 

 （６）・（７） （略） 

（８） 国の機関等 国、独立行政法人

等（独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５９号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。）、地方公共団体及び地方独
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規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）をいう。 

 

 

 （９） （略） 

立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２

条第１項に規定する地方独立行政

法人をいう。以下同じ。）をいう。 

 （９） （略） 

第３条～第３３条 （略） 

（情報提供等記録の提供先への通知） 

第３条～第３３条 （略） 

（情報提供等記録の提供先への通知） 

第３３条の２ 実施機関は、前条第１項の

訂正等の決定に基づき、実施機関が保有

する情報提供等記録の訂正を実施した

場合において、必要があると認めるとき

は、内閣総理大臣及び番号法第１９条第

８号に規定する情報照会者又は情報提

供者（当該訂正に係る情報提供等記録に

記載された者であって、当該行政機関以

外のものに限る。）に対し、遅滞なくそ

の内容を書面により通知するものとす

る。 

第３４条～第５５条 （略） 

第３３条の２ 実施機関は、前条第１項の

訂正等の決定に基づき、実施機関が保有

する情報提供等記録の訂正を実施した

場合において、必要があると認めるとき

は、総務大臣及び番号法第１９条第７号

に規定する情報照会者又は情報提供者

（当該訂正に係る情報提供等記録に記

載された者であって、当該行政機関以外

のものに限る。）に対し、遅滞なくその

内容を書面により通知するものとする。 

 

第３４条～第５５条 （略） 

 



   木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改    

正する条例（案）新旧対照表（第３条関係） 

（新） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７

号。以下「法」という。）第９条第２項

の規定に基づく個人番号の利用及び同

法第１９条第１１号の規定に基づく特

定個人情報の提供に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第２条～第４条 （略） 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定

める特定個人情報を提供することがで

きる場合は、別表第３の第１欄に掲げる

情報照会機関が、同表の第３欄に掲げる

情報提供機関に対し、同表の第２欄に掲

げる事務を処理するために必要な同表

の第４欄に掲げる特定個人情報の提供

を求めた場合において、同表の第３欄に

掲げる情報提供機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。 

（旧） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７

号。以下「法」という。）第９条第２項

の規定に基づく個人番号の利用及び同

法第１９条第１０号の規定に基づく特

定個人情報の提供に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第２条～第４条 （略） 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１０号の条例で定

める特定個人情報を提供することがで

きる場合は、別表第３の第１欄に掲げる

情報照会機関が、同表の第３欄に掲げる

情報提供機関に対し、同表の第２欄に掲

げる事務を処理するために必要な同表

の第４欄に掲げる特定個人情報の提供

を求めた場合において、同表の第３欄に

掲げる情報提供機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。 

２ （略） 

第６条 （略） 

２ （略） 

第６条 （略） 

 


